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一部のマナーを守っていない飼い主により迷惑を受けている方がい

ます。犬・ねこの飼い主にとって以下の点は最低限のマナーですの

で、厳守してください。 

 

○犬は必ずつないで飼いましょう（散歩中も、夜間も 

放してはいけません） 

○犬のフンは責任を持って持ち帰りましょう 

○ねこは室内で飼いましょう（放し飼いにより他人の 

敷地に出入りして迷惑をかける恐れがあります） 

○「野良ねこがかわいそうだからエサをあげているだ 

け…」と思っている方も結果的には野良ねこを増や 

す原因となっています。むやみにエサをあげないで 

  ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬・ねこの飼い主の皆さんへ 

 

犬のフンを公共の場及び他人の所有地でしたまま

片付けないこと及び犬の放し飼いは福島県の「犬

による危害の防止に関する条例」第 2 条及び第 3

条で禁止されています。 


